
多古町 木造住宅の耐震改修補助金制度について 

地震に強いまちづくりを進めるため、昭和５６年５月以前に建築された 

木造住宅の耐震改修を実施する場合に、耐震改修に要する費用の一部を補助する事業を 

平成２３年６月１日からスタートいたしました。  

 

 

１．対象住宅  

①昭和５６年５月３１日以前に建築された一戸建て住宅又は併用住宅 (居住の用に供

する部分の床面積が、当該木造住宅の延べ床面積の 2 分の 1 以上のもの )で

あること。  

②地上階数が 2 階以下であること。  

③主要構造部に木材を用いたものであること。  

④耐震診断において、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」

と診断された建築物  

 

２．対象者  

①町内に住所がある方  

②住宅を所有し、かつ、現に居住していること  

※町税などを滞納している方は補助を受けることができません  

 

３．補助金額  

耐震改修に要する費用の 3 分の 1 の額 (千円未満の端数は、これを切り捨て

る。 )とし、50 万円を限度とする。  

 ※耐震改修に要する費用：耐震設計費、工事監理費、耐震工事費  

 

４．補助金の申請 

①耐震改修に着手する前に補助金の申請を行ってください。 

②補助金を受けるには、耐震設計、工事監理、耐震工事をすべて行う必要があります。 

③補助金の申請には、耐震診断の結果が必要です。（事前に耐震診断を実施してください。） 

 

５．問い合わせ先・申請先  

申請方法の詳細やご不明な点は 

都市計画課 

℡ 0479-７６-５４０８      までお問い合わせください。 

 

 

 

 



●多古町木造住宅耐震改修補助金交付申請手続きの流れ●  

役場（都市計画課） 町  民 設計・監理・施工者 

   

 

事前相談 
補助対象物件確認 

補助制度の説明 
補助対象の確認 

設計・監理・施工者の選定 見積書作成等 

補助金交付申請 
（第１号様式） 受付・審査 

 

交付の決定 交付決定通知書受理 

設計・監理・施工者と契約 契 約 

耐震改修設計 

申請書受理 
検査実施 

実績報告書提出 
（第 9号様式） 

受付・審査 

 

補助金額の確定 補助金額確定通知書受理 

補助金交付請求 
（第 12号様式） 

補助金受理 

※交付決定通知を受
けた後、申請内容に変
更が生じた場合は、変
更承認申請書を町に
提出してください。 

※耐震改修工事完了日から３０日以内に実績報告書を提出してください 

工事着手届の受理 工事着手届 
(第 5号様式) 

耐震改修工事実施 

工事監理 

 

 

耐震改修工事着手 

耐震改修工事完了 

工事検査申請書 
(第７号様式) 

主たる工事を実施した後、 
仕上げ工事を行う前に検査 

工事写真・竣工図等作成 

工事監理報告書作成 
(第 10号様式) 

工事写真・竣工図等 

工事監理報告書の受理 

費用支払い・領収書受理 費用の受理・領収書発行 

請求書受理 

 

補助金の振込 

※３月末日までに補助金の交付請求を行ってください 

所得税の特別控除、固定資産税の減額の申請前に、役場  

（都市計画課）に住宅耐震改修証明書の申請が必要です。 


